
令和８年４月１０日 

「水防法に基づくハザードマップ」について、よくあるご質問と回答 

 

Q１．水防法に基づくハザードマップ作成していますか？ 

 

Ａ１．神戸市では、 

・ 洪水（想定最大規模降雨） 

・ 高潮（想定最大規模） 

・ 内水はん濫（雨水出水）（想定最大規模降雨） （令和 8年４月１０日指定） 

を水防法に基づくハザードマップとして作成しています。 

  

 

Ｑ２．水防法に基づくハザードマップはどこで閲覧できますか？ 

 

Ａ２．洪水、雨水出水は神戸市情報マップ「土砂災害・水害ハザードマップ」で閲覧できます。 

 高潮は神戸市情報マップ「高潮ハザードマップ」で閲覧できます。 

下記ＵＲＬをご覧ください 

https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=19  

 

 

https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=19

